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　伯耆町では、木造住宅の耐震診断や耐震設計、改修工事を実施される方の支援を
行っています。希望する方は総務課へ電話でお申込みください。

●令和２年度事業の受付を開始します

●危険ブロック塀震災対策に関する事業

総務課　TEL：0859－68－3111申込み・問い合わせ先

① 耐震診断技術者の派遣（伯耆町木造住宅等耐震診断促進事業）

受付期間　９月１日（火）～ 23日（水）

耐震診断とは

随時募集中

※Iwとは、耐震診断の結果得られる住宅の耐震安全性能を表す指標です。
　（Iw値が1.0以上で倒壊の恐れが低いとされています。）
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※実施予定戸数を超えた場合は、抽選で助成対象者を決定します。

　耐震診断を希望する木造住宅の所有者に、耐震診断技術者（民間建築士）を無
料で派遣します。

　旧耐震基準で設計された既存の建物を、現行の耐震基準に基づき診断し、耐震
性の有無を確認することです。

　危険なブロック塀などの撤去費用の一部を助成し
ます。

●家具転倒防止対策への助成（家具転倒防止等対策事業補助金）
　地震発生時の家具の転倒などによる被害を軽減するため、家具転倒防止器具などの購入・取付
を行う人に対して、助成を行います。

事 業 内 容　耐震診断技術者を派遣
費　　　　用　無料
実施予定戸数　３戸
対 象 建 物　●木造の一戸建て住宅（現に居住していること）

●平成12年５月31日以前に建築されたもの
●住宅の構法が在来軸組工法または枠組壁構法であるもの
※助成決定後に対象建築物の設計図書の有無などを確認します。
※非木造部分があると助成の対象にならない場合があります。

補助対象　・不特定の者が通行する道路に面してお
り、危険と判断されるもの
（コンクリートブロック塀の点検表などによ
り危険度と判定されたもの）

　　　　　・高さが0.6ｍを超えるコンクリートブ
ロック塀、レンガや石造りの塀　など

補助内容　次のうちどちらか低い額（補助金上限額
15万円）

　　　　　・全体の撤去費用の２／３
　　　　　・撤去する塀の長さ（m）×９千円の２／３

補助対象　補助対象者：町内に住所を有する方で高
齢者世帯等に該当する人の
みで構成される世帯

補助内容　10／ 10（上限２万円）

 ・家具の転倒、移動又は落下を防止するために有効
な器具

 ・ガラスの飛散を防止するため有効なフィルム
 ・感震ブレーカー

② 耐震改修設計への助成（伯耆町震災に強いまちづくり促進事業補助金）

① ブロック塀等の撤去への助成
（伯耆町震災に強いまちづくり促進事業補助金）

　危険なブロック塀などを撤去し、軽量なフェンス・
生垣へ改修される方に、費用の一部を助成します。

補助対象　本補助金を活用して撤去するブロック塀
の範囲に新設する軽量なフェンス・生垣
（建築基準法の基準を満たすもの）
※ブロック塀などの撤去と併せて助成を受ける
ことができます。

補助内容　次のうちどちらか低い額（補助金上限額
10万円）

　　　　　・改修費用の１／３
　　　　　・改修して設置するフェンス・生垣の長

さ（m）×２万５千円の１／３

② 軽量なフェンス・生垣への改修に対する助成
（伯耆町震災に強いまちづくり促進事業補助金）

　耐震改修設計を実施する一戸建て木造住宅の所有者に、費用の一部を助成します。

補 助 内 容　設計費用の２／３以内（補助金上限額16万円）
例）設計費用24万円×２／３＝補助金16万円（申請者負担は８万円）

実施予定戸数　４戸
補助対象建物　●木造の一戸建て住宅

●平成12年５月31日以前に建築されたもの
●耐震診断により、地震に対して倒壊する危険があると評価され
ていること（県から地震に対して安全な構造とするべき旨の勧
告を受けていること）

③ 耐震改修への助成（伯耆町震災に強いまちづくり促進事業補助金）

② 家具転倒防止器具等の購入及び取付けへの助成

　耐震改修工事を実施する一戸建て木造住宅の所有者に、費用の一部を助成します。

補 助 内 容
昭和56年５月31日以前建築 
…耐震改修工事費用の２／３（補助金上限額100万円）
昭和56年６月１日～平成12年５月31日建築
…耐震改修工事費用の１／３（補助金上限額100万円）
例）昭和56年５月31日以前の建築
　　工事費用が120万円×２／３＝補助金80万円（申請者負
担は40万円）

実施予定戸数　１戸
補助対象建物　●木造の一戸建て住宅

●平成12年５月31日以前に建築された
もの
●耐震診断により、地震に対して倒壊す
る危険性があると評価されていること
　（県から地震に対して安全な構造とす
るべき旨の勧告を受けていること）

●住宅の耐震化に関する事業

補 助 対 象

次の条件を全て
満たすもの

次の条件を全て
満たすもの

次の条件を全て
満たすもの

① 家具転倒防止器具購入への助成
補助内容　１／２（上限１万円）

③耐震改修への助成（伯耆町震災に強いまちづくり促進事業補助金）　つづき ̶̶̶

●その他の震災対策に関する事業
　耐震シェルターを設置される方、屋根の軽量化工事などの屋根瓦耐震対策を実施される方への助成制度もあります。

対象となる家具転倒防止器具の例

※詳しくは、次号でお知らせします。

PICK UP 特　集
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